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皆さん、こんにちは。市議会議員の稲葉健二です。 

さて、2 月に開会されました定例会におきまして、一般質問をさせていただきました。関係者の方たちから、

真摯にご答弁をいただき、より良い市川に向かって、行政と協力し努力する決意を新たにいたしました。 

 
○ＷＨＯ健康都市宣言をした市川市の分煙推進事業と健康教育について 

 市川市には市川市健康都市プログラムというものがあります。稲葉健二はそのプログラムに沿って、ＷＨＯ健康

都市を宣言した市川市がよりよい方向に向かうよう努力していきたいと考えます。まず、未成年者の喫煙防止の徹

底、そして児童、生徒に対する健康教育、禁煙教育を通じて、将来の喫煙者にならないように育むこと。次に喫煙

者本人はもとより、周囲の人の健康に悪影響を与える受動喫煙の影響を減少させるためのマナー条例の推進、そし

て公共施設での分煙の徹底。さらには、禁煙希望者に対しての健康講座、禁煙教育などを通じての喫煙防止対策の

推進などを支援してゆく環境づくりが重要ではないでしょうか。 

これらのことに関して市川市は、視察させていただいたＷＨＯ健康都市日本支部の他の市に比べ、マナー条例の

制定など先駆けて施行されているものもありますが、公共施設の禁煙、分煙などにおいては非常に遅れているとい

うことも事実です。この問題は保健や医療の部分にも大きく関わることですので、市民の皆様への健康教育やＰＲ

を通じて、市民の皆様と一体となった健康施策を推進していく必要があると考えています。 

 

○地域福祉の充実のための拠点づくりについて 

 地域福祉の充実のために、市民の皆様にとって身近な場所での拠点作り、大事なことです。福祉推進の上では市

民の皆様、関係団体、行政が協力して推進し、地域で支え合うことが大切です。そのために立ち上がった地域福祉

の実現のための「地域ケアシステム」。公民館、小学校などを拠点として、地域の方々の相談窓口、地域の課題を

検討し合う推進連絡会議、サロン活動などが行なわれています。この「地域ケアシステム」は来年度には、ほぼ全

市的に設置される予定ですので、今まで以上に充実した活用ができるよう働きかけて行きます。 

次に社会福祉協議会についてですが、社会福祉協議会は社会福祉法において、地域住民と社会福祉関係者で組織さ

れている民間団体です。地域を歩き、地域を知り、その力が地域に根ざす、そして地域福祉への中心的存在になる

社会福祉協議会、私はその活動や職種に関わるエキスパート集団であると思っています。民間団体であるけれど、

地域の福祉増進への取り組み、また地域福祉を目的とした方向性は行政と同じであります。市と社会福祉協議会が

連携し協力しあって福祉推進をする、そしてよりよい地域福祉が実現できますよう努力してまいります。 

 
○市川市の芸術文化振興について 

芸術文化の振興についての考え方は市民の皆様の中での評価において、大変温度差があります。しかしながら

芸術文化の振興・育成は、豊かな街づくりに欠かせないことだと思います。市民の皆様がより身近に芸術文化に

触れ、市民の皆様の文化活動が活発に展開されることが大切です。 

さて、市川市では芸術文化の施設管理を指定管理者として財団法人市川市文化振興財団に委ねています。この

競争入札ではなくて一社選定のやり方については賛否両論ありますが、管理者が利益を優先することにより、必

ず利益が出るとは限らない施設や利益の出ない芸術団体の切捨てといった憂慮する事態になりかねません。そし

て、複数の管理者による各々の施設の管理はスムーズな運営に問題があるでしょうし、競争入札での短期施設管

理は長期を見据えた事業計画が練りにくいといったデメリットがあります。もちろん経営効率をどこまで引き上

げられるか？ということは、大事なことですが、そのことを考えるあまり一部の芸術文化が立ち行かなくなるよ

うなことにならないようにしなければいけません。 

 
稲葉健二が質問して提案してきたこと、また実現します。 

①市内商店街の商業環境の整備を促進し、商店街の振興を図るために、商店街共同施設の

設置や維持管理に要する経費に対しての補助金「商店街活性化補助金」。その中の商店街

街路灯の維持管理費に対する補助金が引き上げられます。街路灯１基につき 500 円の電

気代補助の増額、消耗品代として 500 円の新規補助金が実現します。 

②子育て中の親の負担感の緩和を図るために、主に乳幼児を持つ親と子が気軽に集い、打

ち解けた雰囲気の中で交流を図り、育児相談などができる場「親子つどいの広場」。 

 19 年度は南新浜小学校の余裕教室、八幡分庁舎 1 階（旧子ども図書館）を利用し、新

たに 2 箇所で事業を実施する運びとなりました。 


